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令和７年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査①

（１）労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（令和５年１１月）

（２）令和７年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査（令和７年６月開始）

労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの12の行動指針

＜指針の内容＞ 取組方針を経営トップまで上げて決定 発注者側からの定期的な協議の実施

価格交渉の際、公表資料を用いること 等

・ 12万名を超える事業者を対象に実施

・ コストに占める労務費の割合が高い、労務費
の転嫁率が低いといった、特に対応が必要な業種
に対して重点的に調査票を送付

・ 令和７年内を目途に調査結果を取りまとめ

・ 労務費の転嫁を妨げていることが疑われる事案
などについては、立入調査を実施

・ 問題につながるおそれのある行為が認められた
場合には、注意喚起文書を送付

・ 労務費転嫁指針の取組状況をフォローアップ
（指針に沿った事業活動の状況について、12の行動指針ごとに把握）

・ 令和６年度に行った注意喚起文書の送付
（13,929名）や事業者名の公表（３名）の対象
になった事業者の取組状況をフォローアップ

・ 下請法を改正した取適法（令和８年１月施
行）、独占禁止法Ｑ＆Ａの考え方に基づき、独占
禁止法や取適法に違反する事案について、引き続
き厳正に対処する等
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令和７年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査②

①労務費転嫁指針のフォローアップ

2

労務費転嫁指針の認知度は、約60％と一定程度進んだが道半ば。他方、労務費転嫁指針を知っている事業者の方が、価格
交渉において、労務費の上昇を理由とする取引価格の引上げが実現しやすい傾向に変わりはない。

労務費に係る価格協議は進展している。他方、製造業者等から一次受注者、一次受注者から二次受注者等とサプライ
チェーンの段階を遡るほど、労務費の要請受諾率は低くなり、価格転嫁が十分に進んでいない状況に変わりはない。

（※１）発注者・受注者の立場を問わず、指針について「知っていた」か否かの割合。
都道府県別にみると、全ての都道府県において「知っていた」と回答した者が

50％を超えた。

《労務費転嫁指針の認知度》（※１） 《労務費の上昇を理由として取引価格の引上げが行われた割合》（※２）

②価格協議の状況

（※３）発注者の立場として、受注者からの労務費上昇を理由とした取引価格の引上げ
の求めに応じて、価格協議をしたか否かの割合。
全ての商品・サービスについて価格協議をした割合は60.9％（一部の商品・
サービスについて価格協議をした場合も含めると69.7％。

《労務費に係る価格協議の状況》（※３）

（※４）この要請受諾率は、受注者が価格転嫁を要請した場合に、要請した額に対してどの程
度取引価格が引き上げられたかを示すものであるが、その要請額は、実際の労務費の上
昇分の満額ではなく、上昇分のうち受注者が発注者に受け入れられると考える額に抑え
られている可能性があることに留意する必要がある。

（※２）受注者の立場で、「労務費の上昇分として要請した額について、取引価格が引き上げ
られた」と回答した者の割合を、労務費転嫁指針について「知っていた者」及び「知ら
なかった者」別に算出したもの。

協議した（全て）
60.9%

協議した（一部）
8.8%

協議しなかった/求めが
無かった
30.3%

《労務費の要請受諾率》（※４）

（３）令和７年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の結果
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令和７年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査（愛媛県）
【令和７年12月15日調査結果公表】

（1）労務費転嫁指針の認知度

※発注者・受注者の立場を問わず、労務費転嫁指針について「知っていた」と回答した割合

（2）注意喚起文書送付件数

全国高知県愛媛県香川県徳島県

4,33428413722独占禁止法
Q＆A

9,74753949040労務費転嫁
指針

※通常調査とフォローアップ調査の合計件数

全国高知県愛媛県香川県徳島県
59.6%

(10.8ポイント↑)
53.9%

(8.5ポイント↑)
57.4%

(9.1ポイント↑)
56.1%

(10.3ポイント↑)
52.1%

(11.3ポイント↑)
令和７年度
特別調査

48.8%45.4%48.3%45.8%40.8%令和６年度
特別調査



内容業種

道路貨物運送業者Ａ社は、農産物の運送業務の一部を運送業者（受注者）に委託してい
る。Ａ社は、受注者との取引価格について、受注者が引き上げてほしいと考えれば要請
してくるものであると考えており、引上げの要請がなかったことから、コスト上昇分の
取引価格への反映の必要性について、価格交渉の場において協議することなく、取引価
格を据え置いていた。

道路貨物運送業

生産用機械器具製造業者Ａ社は、自社製品の製造業務の一部を金属加工業者（受注者）
に委託している。Ａ社は、受注者との取引価格について、受注者が提示するものが安す
ぎると感じるものであれば受注者に確認していたが、安すぎるとまで感じないものにつ
いては、コスト上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格交渉の場において協
議することなく、取引価格を据え置いていた。

生産用機械器具
製造業

自動車整備業者Ａ社は、顧客から受託した自動車整備業務の一部を専門修理業者（受注
者）に委託している。Ａ社は、受注者との取引価格について、見積書の部品単価や工賃
等の内訳を確認せず、従前の取引価格から据え置かれた見積金額をそのまま受け入れて
いる。今般、Ａ社は、受注者から引上げの要請がなかったことから、コスト上昇分の取
引価格への反映の必要性について、価格交渉の場において協議することなく、見積りど
おりに取引価格を据え置いていた。

自動車整備業
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（3）立入調査において確認された問題につながるおそれのある愛媛県内の事例

令和７年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査（愛媛県）
【令和７年12月15日調査結果公表】



連携等対象事業の名称年月日

愛媛労働局県内中小企業等講師派遣R7.1.23

愛媛労働局県内中小企業等講師派遣R7.1.27

愛媛労働局県内中小企業等講師派遣R7.1.28

愛媛労働局県内中小企業等講師派遣R7.1.29

なし県内中小企業等下請法講習会R7.2.20

なし県内中小企業等下請法講習会・フリーランス法講習会R7.6.18

四国経済産業局県内中小企業等取適法（改正ポイント）説明会R7.10.7

四国経済産業局県内中小企業等取適法（改正ポイント）説明会R7.10.23

松山市、愛媛県、愛媛県東温市、愛媛大学県内中小企業等中小企業振興基本条例実践サミットR7.11.19

四国経済産業局県内中小企業等取適法（改正ポイント）説明会R7.12.2

愛媛県、松山市、愛媛労働局県内中小企業等一日公正取引委員会R8.1.14
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【愛媛県】価格転嫁・取引適正化に係る広報事業（令和７年実績）



取適法の広報について

【全国47都道府県における事業者向け説明会】
8月21日～12月中目処

・令和8年1月1日に施行する取適法の周知のため、全国
47都道府県での説明会、関係省庁と連携した業種別説
明会、業界団体向け説明会を実施。

【中小事業者団体向けのプッシュ型広報・広聴企画の開催】
・「取引改善のススメ」をテーマとして、受託事業者に労務費転嫁指針等の積極
的な活用を促すための「出張！トリテキ会議」を全国各地で開催

【取適法の周知動画（桃太郎動画）】
11月7日に公正取引委員会ウェブサイトの特設ページ等で公開

・各種媒体で周知動画の放映
（例：特設ページ、電車内広告、テレビCM等）
・ウェブ広告、SNSの活用

【実務に役立つ具体例の紹介】
・取適法テキスト(11月中に公表予定)等により具体例の紹介
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適正な価格転嫁の実現に向けた取組

公 正 取 引 委 員 会



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（令和５年11月29日策定）

発注者・受注者として採るべき行動／求められる行動

1

★発注者として採るべき行動／求められる行動

①経営トップの関与

②定期的な協議の実施

③説明・資料を求める場合は公表資料とすること

④サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと

⑤要請があれば協議のテーブルにつくこと

⑥必要に応じ考え方を提案すること

★受注者として採るべき行動／求められる行動

⑦相談窓口の活用

⑧根拠とする資料

⑨値上げ要請のタイミング

⑩発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら希望する
額を提示

★発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

⑪定期的なコミュニケーション

⑫交渉記録の作成、交渉記録の双方での保管

概要
労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者のそれぞれが採るべき/求められる12の行動指針及びそれ
ぞれの行動指針に該当する具体的な取組事例を記載。

行動指針に沿わない行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において
独占禁止法及び下請法に基づき厳正に対処することを明記。

1

業所管省庁を通じて、業所管団体（1,873団体）に周知。

総理からも行動指針の順守を要請、関係省庁連絡会議にてフォローアップを行う旨、発言。

（政労使の意見交換 令和６年１月22日）



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の改正について

改正のポイント

2

下請法改正（取適法施行）を踏まえ、「発注者としての行動②」等において、受注者から協議の要請があった場合に、

これに応じず一方的に取引価格を据え置くことは「協議に応じない一方的な代金決定」に該当する旨を明記。

令和６年度及び７年度特別調査の結果や各業法改正を踏まえ、下記のような業種において価格転嫁の取組がより一段

進むよう、当該業界における先進的な取組（グッドプラクティス）を追加

• 注意喚起文書の送付件数が多い業種（例：情報サービス業、総合工事業）

• 受注者が価格転嫁を要請した割合が低い業種（例：放送業）

• 受注者が価格転嫁を要請した場合に取引価格が引き上げられた割合が低い業種（例：道路貨物運送業）

• 取引段階が深くなるほど価格転嫁が十分に進んでいない各種製造業（例：はん用機械器具製造業）

指針策定時固有の記載（指針策定当時の取引環境等に関する記載）の見直し

下請法改正に伴う所要の修正（例：「下請」の用語の修正等）

改正の
きっかけ

令和７年５月の下請法改正（法律名も「取適法」に変更。令和８年１月施行。）により、新たに「協議に

応じない一方的な代金決定」が禁止されることから、同改正に対応する必要がある。

指針策定以降に公正取引委員会が実施した令和６年度及び７年度特別調査の結果や物流法改正を踏まえ、

事業者にとって参考となる事例（グッドプラクティス）を追記する必要がある。
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労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（改正後）①

発注者として採るべき行動／求められる行動

3

★行動①：本社（経営トップ）の関与

①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組
方針を具体的に経営トップまで上げて決定すること、②経営トッ
プが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で社内外に
示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、
必要に応じ、経営トップが更なる対応方針を示すこと。

★行動②：発注者側からの定期的な協議の実施

受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められ
ていなくても、業界の慣行に応じて１年に１回や半年に１回など
定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること。
特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称して
長年同じ価格で更新されているような取引においては協議が必要
であることに留意が必要である。

協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引と
はいえないにもかかわらずスポット取引であることを理由に協議
することなく価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位
の濫用又は中小受託取引適正化法上の買いたたきとして、受注者
から協議の要請があった場合に、当該協議に応じず一方的に取引
価格を据え置くことは、中小受託取引適正化法上の協議に応じな
い一方的な代金決定として、それぞれ問題となるおそれがある。

★行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること

労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合
は、公表資料（最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上
昇率など）に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて提示して
希望する価格については、これを合理的な根拠のあるものとして尊
重すること。

★行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと

労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライ
チェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、
直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正化
すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者からの要
請額の妥当性の判断に反映させること。

★行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと

受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた
場合には、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたこ
とを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしないこと。

★行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること

受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要
に応じ労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案すること。

本指針
の性格

労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。

労務費の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行うことが必要。
本指針に記載の１２の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公
正取引委員会において独占禁止法及び中小受託取引適正化法（取適法）に基づき厳正に対処することを明記。
他方で、記載された発注者としての行動を全て適切に行っている場合、通常は独占禁止法及び中小受託取引適正化法（取適
法）上の問題が生じない旨を明記。
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労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（改正後）②

4

★行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管

価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管する
こと。

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

★行動①：定期的なコミュニケーション

定期的にコミュニケーションをとること。

★行動①：相談窓口の活用

労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公
共団体の相談窓口、中小企業の支援機関（全国の商工会議所・
商工会等）の相談窓口などに相談するなどして積極的に情報を
収集して交渉に臨むこと。

発注者に対して労務費の転嫁の交渉を申し込む際、一例とし
て、次頁の様式を活用することも考えられる。

★行動②：根拠とする資料

発注者との価格交渉において使用する根拠資料としては、最
低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公
表資料を用いること。

★行動③：値上げ要請のタイミング

労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて１年
に１回や半年に１回などの定期的に行われる発注者との価格交
渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の時期など受注者が
価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁忙期な
ど受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用
して行うこと。

★行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら
希望する額を提示

発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希
望する価格を発注者に提示すること。発注者に提示する価格の
設定においては、自社の労務費だけでなく、自社の発注先やそ
の先の取引先における労務費も考慮すること。

受注者として採るべき行動／求められる行動

今後の対応

● 内閣官房は、各府省庁・産業界・労働界等の協力を得
て、労務費の上昇を理由とした価格転嫁が進んでいない
業種や労務費の上昇を理由とした価格転嫁の申出を諦め
ている傾向にある業種を中心に周知活動を実施してきた
ところ、引き続き、本指針の周知活動を実施する。

● 公正取引委員会は、発注者が本指針に記載の１２の採
るべき行動／求められる行動に沿わないような行為をす
ることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合
には、独占禁止法及び中小受託取引適正化法に基づき厳
正に対処していく。
また、事業者が匿名で情報を提供できるフォームを作

成し、広く情報を受け付けているところ、引き続き、第
三者に情報提供者が特定されない形で、各種調査におい
て活用していく。



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（令和５年11月29日策定）
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★発注者として採るべき行動／求められる行動

①経営トップの関与

・ パートナーシップ構築宣言を、労務費転嫁指針を踏まえた内容に改定するとともに、その内容を全受注者に一斉に通知した。【はん
用機械器具製造業】

②定期的な協議の実施

・ 毎年４月及び５月を、価格転嫁交渉を集中的に実施する月間と定め、価格転嫁交渉を網羅的に一斉に実施することとしている。当該
月間を設定する以前は、各受注者との契約書上、契約の自動更新条項が設定されていたが、契約更新時に業務委託先との価格転嫁に
係る協議を徹底するため、この条項は設定しないこととした。【放送業】

③説明・資料を求める場合は公表資料とすること

・ 転嫁を要請された労務費の上昇分について、公的指標に照らして要請額が低いと思われる事業者については、公的指標に基づく労務
費上昇分まで転嫁を受け入れている。【生産用機械器具製造業】

④サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと

・ 受注者に工事全体の施工業者を確認できる資料を提出してもらい、受注者の取引先を業務ごとに把握している。さらに、受注者からそ
の取引先への価格転嫁の状況についても確認しており、サプライチェーン全体で価格転嫁がなされるよう配慮している。【総合工事業】

・ 受注者だけでなく、その先の取引先についても、コストに影響するドライバー数等の実態を把握している。受注者に対しては、取引
価格に、その先の取引先の値上げ分が含まれているかを確認した上で、要請額が妥当と判断すれば、当該値上げ分を含めた取引価格
を受け入れている。【道路貨物運送業】

⑤要請があれば協議のテーブルにつくこと

・ 受注者から、制作の過程で、当初予定から委託作業工数が増える場合や、作業難度が高くなることによる取引価格の引上げ要請があ
れば、必ず速やかに受注者と協議の場を持つこととしている。【情報サービス業】

⑥必要に応じ考え方を提案すること

・ 協議用のフォーマットをあらかじめ受注者と共有しており、受注者が労務費転嫁を言い出しにくい場合は、この用紙に記載して提示
してもらうこととしている。【映像・音声・文字情報制作業】

主な掲載事例
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価格転嫁ツールの例

取引先と価格交渉を行うための準備として価格転嫁ツールを積極的に活用する
ことが有効(以下は埼玉県の「価格交渉支援ツール」の例)

●価格交渉のエビデンス資料を簡単に作成できるツールを開発（令和５年２月）
●日銀や厚生労働省のデータを基にしているため、全国で利用可能（３４道府県から埼玉県ウェブサイトにリンク）
●令和７年２月に労務費データを追加する等、随時機能を更新



Mobile Software Competition Act（MSCA）

スマホソフトウェア競争促進法

― スマホをお使いのみなさまにとってのメリットを解説 ―

JAPAN FAIR TRADE COMMISSION (JFTC) 
公正取引委員会



スマホソフトウェア競争促進法（スマホ法）とは？

スマホを利用するみなさまが多様なサービスを選択できるよう、
競争環境を整備することで、様々な主体によるイノベーションが活性化し、
良質で低廉なサービスやこれまでにない新たなサービスが提供されることが
期待されます。

スマホ法は、スマートフォンの利用に特に必要な４つのソフトウェア
（モバイルOS ・ アプリストア ・ ブラウザ ・ 検索エンジン）について、
セキュリティの確保等を図りつつ、公正で自由な競争を促進するものです。

1



スマホ法のメリット

便利なアプリが
増える！

♫ ￥
選べる自由が

増える！
価格が柔軟に

変わる！
2



便利なアプリが増える！

安全・安心な新しいアプリストアから
アプリをダウンロードできるようになる

可能性があります！

サードパーティー事業者によるアプリストアの提供、
スマホユーザーによるサードパーティーストアの利用を
妨げる行為を禁止（スマホ法 7条 1号）

基本動作ソフトウェア（OS機能）の利用を
妨げることを禁止（スマホ法 7条 2号）

OS機能を活用した、
より便利なアプリが開発される

可能性があります！

3



スマートフォンの機種変更が
これまで以上に簡単に
行えるようになります！

スマートフォンのデータを円滑に移転するために
必要な措置を講ずる義務（スマホ法 11条）

選べる自由が増える！

いつも利用する
ブラウザや検索エンジンを

簡単に選べるようになります！

利用者が簡易な操作によって標準設定を変更できる
措置を講ずる義務（スマホ法 12条 1号イ・2号イ）
ブラウザや検索について複数の選択肢が表示される

選択画面を表示する措置を講ずる義務
（スマホ法 12条 1号ロ・2号ロ）

or
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価格が柔軟に変わる！

アプリ内課金の選択肢が増えて、
価格が柔軟に設定される

可能性があります！

代替支払管理役務（アプリ内課金システム）の
利用を妨げることを禁止（スマホ法 8条 1号）

関連ウェブページ等における取引等を
妨げることを禁止（スマホ法 8条 2号）

ウェブページからも商品を買えるよう
になり、価格が柔軟に設定される

可能性があります！

￥
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日本のスマートフォンだけ新しい機能が
登場しなくなったりしないの・・・？

セキュリティの甘いアプリをダウンロードしてしまって
個人情報が漏洩しちゃうんじゃないか心配・・・

安全じゃないアプリからクレカの情報が抜き取られたり、
詐欺にあったりしないか心配だな・・・

新しいアプリストアなんて、
使っても大丈夫なの・・・？

公正かつ自由な競争の確保 と スマホをお使いの皆さまの利便性や
安全・安心の確保 の 両立を図ることが重要 と考えて対応していきます。

利用者の安全・安心の確保も図る！

セキュリティの確保、利用者情報の保護、青少年の保護、スマホの異常動作の防止、
犯罪行為の防止を考慮することが として認められています。

を通じて、円滑かつ適切な法運用を行っていきます。

正当化事由

関係事業者との継続的な対話
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スマホ法で、スマホライフをもっと快適に！
JAPAN FAIR TRADE COMMISSION
公正取引委員会
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